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ニュークックチル方式に伴う食材納入及び給食業務推進支援業務 

に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

筑西市は、平成３０年１０月に開院する新中核病院（仮称）におけるニューク

ックチル方式に伴う食材納入業務及び給食業務推進支援（以下「当該業務」とい

う。）に対応できる事業者の選定を行う。 

この実施要領は、当該業務を委託する事業者をプロポーザル方式により、公正

かつ公平な方法で選定するために必要な事項を定めるものとする。 

応募者は、この実施要領等の内容を踏まえ、企画提案書及び関連書類を提出す

るものとする。 

なお、この実施要領と併せて配布する企画提案書提出要領、その他の書類等を

一体のものとし、これら全てを併せて、以下「実施要領」という。 

 

２ 業務内容 

（１）委託業務名 

 ニュークックチル方式に伴う食材納入及び給食業務推進支援業務 

（２）対象施設 

① 名称 新中核病院（仮称） 

② 所在地 筑西市大塚・深見地内 

③ 病床数 ２５０床 

④ 施設概要 

ア 面積 延べ床面積 １９，３９３.７４㎡ 

  うち厨房面積 ３１１.７８㎡ 

イ 構造 免震構造、鉄骨造、地上６階、屋上ヘリポート 

ウ 調理方式 ニュークックチル方式（新規） 

（３）業務内容 

 ニュークックチル方式に適したセントラルキッチン食材の納入及び運用開始

前後の院内給食業務推進のための協力、支援とする。 

（４）遵守する事項 

医療法等及び厚生労働省「大量調理施設衛生管理マニュアル」（平成９年３ 

月２４日付け衛食第８５号別添） 

（５）履行期間 

履行期間は平成３０年１０月１日から平成３５年９月３０日までとする。 

（６）見積書 

一食当たりの単価提示とする（配送費用、開院前後の業務推進協力・支援に

おける費用はこの単価に含むものとする）。 

 

３ 参加資格 

次に掲げる条件をすべて満たしている者 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

しない者であること 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又

は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てが
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なされていないこと 

（３）筑西市から指名停止を現に受けている者でないこと 

（４）筑西市暴力団排除条例が遵守されていること 

（５）財団法人医療関連サービスマーク振興会による患者給食業務に関する医療関

連サービスマーク認定業者又は医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１５条

の２に規定する厚生労働省令で定める基準に適合する者であること 

（６）事業者の実績として、過去１０年以内（平成１９年１月１日から平成２８年 

１２月３１日まで）に病院もしくは医療福祉系介護施設においてニュークック

チル方式又はクックチル方式の給食業務受託実績があること。また、事業者直

営のセントラルキッチンにおいて現に食材を生産・加工し、販売していること 

（７）食材を生産するセントラルキッチンに、管理栄養士並びに調理師の資格者が

勤務していること 

 

４ 応募に関する留意事項 

（１）プロポーザル実施要領等の承諾 

応募事業者は、参加表明書の提出をもって、プロポーザル実施要領等の記載

内容を承諾したものとみなす。 

（２）参加表明書等の必要書類は、筑西市のホームページで入手すること。 

（３）応募費用の負担 

応募に関して必要な費用は、応募事業者の負担とする。 

（４）著作権 

応募事業者から実施要領に基づき提出される書類の著作権は、原則として

書類の作成者に帰属する。ただし、採用した提案書等の著作権は、筑西市に帰

属するものとする。 

（５）提出書類の取扱い 

① 筑西市が受理した提出書類については変更できないものとし、返却しな

い。 

② 提出された企画提案書等は、特定を行う作業に必要な範囲において複製を 

作成することがある。 

③  提出されたすべての企画提案書等（②の複製を含む。）は、本プロポー

ザルの目的以外には使用しない。 

④  筑西市情報公開条例の規定による公開請求により公開する場合がある。 

（６）資料の取扱い 

提出書類作成に伴い筑西市より受領した資料は、筑西市の了解なく公表し、

又は第三者に対してこれを使用させ、若しくは内容を提示することを禁止する。 

（７）その他 

①  筑西市が提示する資料及び回答書は、実施要領等と一体のものとして、同

一の効力を有するものとする。 

②  実施要領等に定めるもののほか、応募に当たって必要な事項が生じた場合

は、応募事業者に通知する。 

 

５ 事業者選定に係る日程 

（１）募集の公示 平成２９年４月２４日(月)〜５月１２日(金) 

（２）質問受付期間 平成２９年４月２４日(月)〜４月２８日(金) 
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（３）質問回答 平成２９年５月１日(月) 

（４）参加表明書の提出期限 平成２９年５月１２日(金) 

（５）一次審査（書類審査） 平成２９年５月１５日(月)〜５月１７日(水) 

（６）参加資格審査及び一次審査結果通知 平成２９年５月１８日(木) 

（７）企画提案書の提出期間 平成２９年５月１９日(金)〜６月１日(木) 

（８）二次審査（プレゼンテーション・試食会） 平成２９年６月３日(土) 

（９）結果通知 平成２９年６月５日(月) 

※日程については、筑西市の都合で変更する場合がある。 

 

６ 質問及び回答 

質問がある場合は、質問票（様式第６号）を提出すること。 

（１）質問方法 

所定の質問票により、必ず電子メールにより提出すること。 

電子メールアドレス： corehosp01@city.chikusei.lg.jp 

（２）質問票提出期限 

平成２９年４月２８日(金) １７時まで 

（３）質問の回答方法 

質問者を伏せた形でホームページに掲載し、個々の事業者に対する個別回答

はしない。また、質問の内容によって本プロポーザル方式による事業者選定に

公平性を保てない場合には、回答しないことがある。 

なお、質問に対する回答は、実施要領等の追加又は修正とみなす。 

（４）質問の回答日 

平成２９年５月１日(月) １７時までに回答 

 

７ 参加表明書の提出 

応募事業者は、次の要領により提出する。 

（１）提出期間及び受付時間 

① 提出期間 

平成２９年５月１日から５月１２日まで 

② 受付時間 

    ９時から１７時まで（ただし、１２時から１３時までを除く。） 

（２）提出書類 

  ① 参加表明書（様式第１号）        １部 

  ② 誓約書（様式第２号）         １部 

  ③ 会社概要（パンフレット等任意様式）      １部 

  ④ 商業登記簿謄本（写し可）        １部 

    ・登記事項証明書（履歴事項全部証明書、申請日前３か月以内のもの） 

⑤ 医療関連サービスマーク認定証の写し又は、医療法第１５条の２に規定す 

  る基準に適合することを証する書類       １部 

⑥ 参加資格確認書（様式第３号）       １部 

⑦ 参加資格確認書に記載した実績の契約書の写し     １部 

（３）提出先 

〒３０８-８６１６  
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茨城県筑西市丙３６０番地 筑西市役所スピカ本庁舎４階 

   中核病院整備部 業務推進第一課 

   電話番号：０２９６−２２−０５００（直通） 

（４）提出方法 

直接持参、郵送（書留）又は宅配便とする。それ以外の方法による提出は認

めない。ただし、郵送又は宅配便の場合は、平成２９年５月１２日(金)１７時

までに必着とする。 

 

８ 参加資格審査 

参加資格の確認審査を参加表明書に添付された書類により行う。この実施要領

に記載している応募事業者の備えるべき要件を満たしていることを確認し、参加

資格確認結果を通知する。資格不備の場合は失格とする。 

 

９ 企画提案書等の提出 

応募事業者は、審査に係る企画提案書類を次の要領により提出すること。 

（１）提出期間及び受付時間 

① 提出期間 

平成２９年５月１９日から６月１日まで 

② 受付時間 

９時から１７時まで（ただし、１２時から１３時までを除く。） 

※ 参加表明後に参加を辞退する場合は、辞退届（様式第７号）を上記提出

期限までに持参すること。 

（２）提出書類 

① 企画提案書（様式第４号）  １０部 

② 見積書（様式第５号） １０部 

その他添付書類（原則としてＡ４版の用紙を用いること。） 

企画提案書はCD-ROMまたはDVDに保存した電子データも１部提出すること。 

（３）提出先 

〒３０８-８６１６  

茨城県筑西市丙３６０番地 筑西市役所スピカ本庁舎４階 

   中核病院整備部 業務推進第一課 

   電話番号：０２９６−２２−０５００（直通） 

（４）提出方法 

直接持参、郵送（書留）又は宅配便とする。それ以外の方法による提出は認

めない。ただし、郵送又は宅配便の場合は、６月１日(木)１７時までに必着と

する。 

 

１０ 企画提案書の内容及び様式 

（１）企画提案項目について 

企画提案書の作成にあたっては、『「ニュークックチル方式に伴う食材納

入及び給食業推進支援業務」企画提案書提出要領』を参照すること。また、企

画提案書の表現については、専門的な知識を有しない者でも理解できるよう、

わかりやすいものとすること。 
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１１ 審査の方法 

（１）審査基準 

筑西市が設置する「購入委員会」で定めた当該業務の評価基準に基づき、

購入委員会が企画提案書、試食会等における内容を審査する。 

（２）評価値について 

評価値は、内容等に関する評価点（以下「内容点」という。）及び価格等

に関する評価点（以下「価格点」という。）の合計値（最高値は２００点）

とする。 

（３）審査方法 

① 一次審査（書類審査） 

応募資格要件を満たした応募事業者を対象に、購入委員会で定めた評価基

準に沿って、評価項目一覧表における①－(ア)、①－(イ)、①－(ウ)につい

て審査を行う。提案者が多数の場合は、３者程度を二次審査対象者として選

定する。 

② 二次審査（プレゼンテーション及び試食会） 

一次審査を通過した者について、プレゼンテーション及び試食会の審査を

実施し、両内容を総合的に評価する。 

(ア)プレゼンテーションは、１者につき２０分間とし、その後１０分程度の

質疑応答を行なうものとする。なお、説明はセントラルキッチンの生産

状況を自身で把握し、質疑応答ができる者が行うこと。 

(イ)試食会は、１者ごと、プレゼンテーションに引き続き行う（準備に１０

分、試食会に３０分）。 

(ウ)試食会の食種は、常食、軟食、透析食の３種とし、それぞれ主菜と副菜

を提供する。 

(エ)プレゼンテーション及び試食会の実施順序は、参加表明があった順番

を採用する。 

(オ)プレゼンテーションは、提出済資料にて行うこととし、追加配布資料

は認めない。 

(カ)プレゼンテーションの実施にあたり、使用する備品等は全て提案者で

用意することとする。ただし、プロジェクター、スクリーン及び電源に

ついては、筑西市において用意する。 

(キ)試食会の実施にあたり、安全衛生管理は通常と同等の水準にした状態

で行い、使用する食器、再加熱機器は全て提案者で用意する。再加熱

機器に必要な電源は、筑西市において用意する。 

(ク)プレゼンテーション及び試食会の実施時間、場所等の詳細については、

後日文書にて通知する。 

③ 購入委員会による優先交渉者の選考 

審査の結果より評価点を算出し、評価点が最も高い者を１者優先交渉者と

して特定する。ただし、審査により次点の者を交渉者とする場合がある。ま

た、審査の過程で企画提案書等の内容につき、筑西市から質問することがあ

る。 

（４）審査の基準 

① 内容点について 

「ニュークックチル方式に伴う食材納入及び給食業務推進支援業務」に係

る評価項目一覧表（以下「評価項目一覧表」という。）に基づき、各評価項
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目の内容点を算出し、その合計を内容点とする。内容点の最高点は１５５点

とする。 

 

＜評価項目一覧表＞ 

評価項目 評価事項 配点 

①事業者の業務実績 

（ア）事業者の給食業務受託実績 ５ 

（イ）業務推進支援責任者の業務実績 １０ 

（ウ）業務推進支援担当予定者の業務実績 １０ 

②給食業務運用 

（ア）病院給食業務の基本的な考え方 ５ 

（イ）食事箋・献立管理等について ２０ 

（ウ）安全衛生管理体制について ２０ 

（エ）給食業務推進支援について ２０ 

③リスク管理 （ア）危機管理体制について ２０ 

④その他 

（ア）社員・従業員の育成について ５ 

（イ）その他当該業務に係る独自の提案事

項等について 
１０ 

⑤試食 
（ア）見た目、食べ易さ、味、栄養価、ボ

リュームについて 
３０ 

 

② 価格点について 

価格点は見積金額から算出する。価格点の最高点は４５点とする。価格点

の算出式は以下のとおりとする。 

価格点＝（最安値見積金額／見積金額）×４５点 

 

１２ 審査結果の通知・公表 

審査結果は、筑西市のホームページ上で公表するとともに参加者全員に文書

にて通知する。ただし、各評価項目の点数及び評価値を算出するための計算式

等は、公開しないものとする。また、結果に対する異議は、受け入れない。 

 

１３ 事務局 

〒３０８-８６１６  
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茨城県筑西市丙３６０番地 筑西市役所スピカ本庁舎４階 

   中核病院整備部 業務推進第一課 

   電話番号：０２９６−２２−０５００（直通） 

 電子メールアドレス：corehosp01@city.chikusei.lg.jp  

 

１４ その他 

（１）本手続において使用する言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時

及び計量法によるものとする。 

（２）当該業務の相手方の決定については、特定された優先交渉者を対象として

市の内部手続きを経た上で決定されるもので、事業者の特定をもって提案者の

企画内容全てを了承するものではなく、また、当該業務を契約する相手方を決定

するものではない。 

（３）企画提案者の失格について 

次のいずれかに該当した者は失格とする。 

①  本件プロポーザルを公告した以後、購入委員会委員と本業務に関する接

触を求めた者 

②  企画提案書等に虚偽の記載をした場合には、企画提案書等を無効とすると

ともに、虚偽の記載をした者に対して筑西市建設工事等請負業者指名停止等

措置要綱に規定する指名停止措置を行うことがある。 

 

以上 


